
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コード情報を入力する手段と、入力されたコードに基づき多重周波信号を送出する送信手
段と、通信網に対するダイヤル時と

多重周波信号の信号送出時間および信号休止時間の内の少なくとも一方を異なる
値とする送信制御手段を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
コード情報を入力する手段と、入力されたコードに基づき多重周波信号を送出する送信手
段と、通信網に対するダイヤル時と

多重周波信号の信号送出レベルを異なる値とする送信制御手段を備えたことを特
徴とする通信装置。
【請求項３】
更に、信号送出時間、信号休止時間、信号送出レベルの内の少なくとも１つのパラメータ
からなるパラメータセットを複数組記憶するパラメータセット記憶手段と、使用するパラ
メータセットを選択するパラメータセット選択手段とを備えたことを特徴とする請求項１
および２のいずれかに記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は通信網に接続された通信装置に関し、特に多重周波信号を送信する機能を備えた
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通信装置における信号制御方式に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＤＴＭＦ（デュアルトーンマルティプルフレケンシー：多重周波）信号、即ちいわ
ゆるＰＢ信号を使用した多くの装置が提案されている。例えばファクシミリ装置では、相
手装置と接続された後に、ＤＴＭＦ信号を使用して相手装置を制御し、親展ポーリングや
親展送信、中継同報などを指示可能である（特開昭６３－１０４５７２号公報、特開昭６
３－３００６６９号公報、特開平２－５０５６０号公報、特開平３－２６０８７５号公報
等参照）。これらのほとんどはオペレータによる手動送出であるが、自動的にＤＴＭＦ信
号を送出する技術も提案されている（特開平４－１６８８６２号公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来のファクシミリ装置においては、電話網（交換機）に対するダイヤル時
と、相手装置に対するＤＴＭＦ信号の送信時において、信号送出時間、信号休止時間、信
号送出レベル等のパラメータとして、同じ仕様のパラメータを用いて信号を送出していた
。例えば日本の電話網に対する一般的な信号送出時間およびミニマムポーズ（信号休止時
間）がそれぞれ６０ミリ秒であったとすれば、この規格を満たすように信号を送出すれば
、ダイヤル信号は正しく受信されるであろう。しかし接続された相手装置のＤＴＭＦ信号
受信能力（仕様）によってはＤＴＭＦ信号を正しく検出できない可能性がある。このこと
は、相手装置が海外に存在する（海外の仕様に従って設計、製造された相手装置）場合に
は顕著である。例えばドイツでは信号の送出時間および信号休止時間をそれぞれ８０～１
００ミリ秒と規定している。従って、ドイツ仕様のファクシミリ装置においては、前記し
たような、信号送出時間および信号休止時間がそれぞれ６０ミリ秒である信号は検出され
ず、ＤＴＭＦによる制御が不可能であるという問題点があった。
【０００４】
また送出したＤＴＭＦ信号が減衰や劣化、雑音により相手装置まで正しく伝送されない場
合もある。図２は通信網の一例を示すブロック図である。ダイヤル信号は発呼端末２０か
ら加入者回線を介して、該端末が収容されている交換機Ａ２１に伝送され、受信される（
区間１）。しかし、着呼端末を制御するためのＤＴＭＦ信号は、交換機Ａ２１から網内を
通過して交換機Ｚ２２に伝送され、更に着呼端末２３に伝送される。また着呼端末２３か
ら発呼端末２０へ応答信号等を伝送する場合も同様である（区間２）。従って、制御用の
ＤＴＭＦ信号はダイヤル信号に較べて、より大きな減衰や劣化を受けることになり、着呼
端末２３側において正常に受信できない場合があるというという問題点もあった。
本発明の目的は、前記のような従来技術の問題点を解決し、ＤＴＭＦ信号を確実に伝送可
能な通信装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
第１の発明は、通信装置において、コード情報を入力する手段と、入力されたコードに基
づき多重周波信号を送出する送信手段と、通信網に対するダイヤル時と通信網に対するダ
イヤル以外の時とで、多重周波信号の信号送出時間および信号休止時間の内の少なくとも
一方を異なる値とする送信制御手段を備えたことを特徴とする。また、第２の発明は、通
信装置において、コード情報を入力する手段と、入力されたコードに基づき多重周波信号
を送出する送信手段と、通信網に対するダイヤル時と通信網に対するダイヤル以外の時と
で、多重周波信号の信号送出レベルを異なる値とする送信制御手段を備えたことを特徴と
する。第３の発明は、第１あるいは第２の発明において、更に、信号送出時間、信号休止
時間、信号送出レベルの内の少なくとも１つのパラメータからなるパラメータセットを複
数組記憶するパラメータセット記憶手段と、使用するパラメータセットを選択するパラメ
ータセット選択手段とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
【作用】
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第１の発明においては、例えば外国（仕様）の装置に対して、ダイヤル時と異なる外国仕
様のパラメータを用いて多重周波信号を送出可能であり、多重周波信号を確実に相手装置
に検出させることができる。第２の発明においては、伝送路の品質の悪い通信網を経由す
る通信に対しても、適切なレベルで信号を送出することにより、受信側装置に多重周波信
号を確実に検出させることが可能となる。第３の発明においては、着信側の複数の装置に
対応する複数のパラメータセットを記憶し、使用するパラメータを選択可能としたので、
任意の端末に最適なパラメータで多重周波信号を送出可能となる。
【０００７】
【実施例】
以下に本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施例である電話機の動作を示すフローチャートである。使用者が受
話器を取る（オフフック）と、図示しない電話機の制御装置は回線を閉じて発呼する。ス
テップＳ１においては、制御装置は選択信号（ダイヤル信号）用のＤＴＭＦ送出パラメー
タ（信号送出時間、信号休止時間、信号送出レベル等）を読み出し、ＤＴＭＦ信号送出回
路に設定する。図４左には、選択信号用パラメータの一例が示されている。ステップＳ２
においては、制御装置はダイヤルスイッチのいずれかが押下（入力）されたか否かを判定
し、判定結果が肯定であればステップＳ３に移行する。ステップＳ３においては、ＤＴＭ
Ｆ信号送出回路は、設定されたパラメータに基づき、押下されたスイッチに対応するＤＴ
ＭＦ信号を送出する。ステップＳ４においては、制御回路は例えば回線の極性が反転した
か否かにより相手端末の応答を判定し、判定結果が否定であればステップＳ２に戻るが、
肯定であればステップＳ５に移行する。
【０００８】
ステップＳ５においては、制御装置はＤＴＭＦ制御用パラメータを読み出し、ＤＴＭＦ信
号送出回路に設定する。図４右にはＤＴＭＦ制御用パラメータの一例が示されている。ス
テップＳ６においては、ダイヤルスイッチの入力があったか否かが判定され、結果が肯定
であればステップＳ７に移行して、設定されたパラメータに基づき、ＤＴＭＦ信号が送出
される。ステップＳ８においては、オンフックあるいは回線断が検出されたか否かが判定
され、結果が否定の場合にはステップＳ６に戻るが、肯定の場合には処理を終了する。な
おステップＳ４の応答ありの判定の代わりに、例えば電話機にパラメータ切り替え用のス
イッチを設け、該スイッチが操作されたか否かを判定するようにしてもよい。この場合、
使用者はダイヤル終了後に該スイッチを操作し、その後にＤＴＭＦ制御を行う。以上の構
成により、ダイヤル後に異なるパラメータでＤＴＭＦ信号の送出が可能となり、相手装置
にＤＴＭＦ信号を確実に検出させることができる。
【０００９】
図３は本発明の第２の実施例であるファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。Ｃ
ＰＵ１は、ファクシミリ装置全体の制御処理、およびファクシミリ伝送制御手順処理を行
う。ＲＯＭ２はファクシミリ全体を制御するプログラムが格納されている不揮発性メモリ
であり、ＲＡＭ３は制御プログラムのワークエリヤとして使用されるメモリである。ＲＴ
Ｃ４は時計回路（リアルタイムクロック）である。キーボード５はパネルに装備されてい
るスイッチからなる入力装置であり、ディスプレイ６は例えば液晶（ＬＣＤ）を用いた文
字、図形の表示装置である。スキャナ７は、例えばＣＣＤイメージセンサ等を用いて送信
原稿を読み取る装置であり、プリンタ８は受信画像データ等をプリントする装置である。
画情報メモリ９は、画情報を蓄積する大容量のメモリであり、コーダ／デコーダ１０は画
情報を符号化（圧縮）、復号化（伸張）する回路である。符号化画情報メモリ１１は符号
化された画情報を記憶するメモリである。モデム１２は、ファクシミリ伝送制御信号用の
低速モデム（Ｖ２１）と画情報の送受信用の高速モデム（Ｖ２７ｔｅｒ　、Ｖ２９、Ｖ３
３、Ｖ１７など）機能を備えた変復調装置である。また、このモデムはＤＴＭＦ信号（Ｐ
Ｂ信号）の送受信機能を備えており、送出信号レベルも制御可能なものである。この機能
はＤＴＭＦ信号によるコマンドの送受信と共にＰＢ回線へのダイヤル時にも使用される。
ＮＣＵ１３は電話網やＩＳＤＮの回線とのインターフェース回路であり、自動発着信機能
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を備えている。１４は通信網の加入者回線であり、バス１５は装置内の各回路間でデータ
の転送を行うためのものである。なお、図３において太い矢印は画情報の流れを示してい
る。
【００１０】
次に動作を説明する。図６は、本発明を適用したファクシミリ装置の発呼処理を示すフロ
ーチャートである。ステップＳ１０においては、キーボードからＤＴＭＦ信号制御用パラ
メータの指定操作がなされたか否かが判定され、結果が肯定の場合にはステップＳ１１に
移行して、選択されたＤＴＭＦ制御用パラメータセットを記憶する。図５は、予めメモリ
内に記憶された複数のパラメータセットの一例を示す説明図であり、オペレータがキーボ
ードによりこの内の１つのパラメータセットを指定、選択することができる。
【００１１】
ステップＳ１２においては、ダイヤル番号が入力されたか否かが判定され、結果が肯定で
あればステップＳ１３に移行して、入力されたダイヤル番号情報を記憶する。入力された
番号が短縮番号であれば、短縮ダイヤルリストからダイヤル番号を読み出して記憶する。
ステップＳ１４においては、例えばスタートスイッチが押下されたか否かにより、スター
トするか否かが判定される。ステップＳ１５においては、ＮＣＵが制御され、回線を閉じ
ることによって発呼する。ステップＳ１６においては、回線のダイヤル信号形式がＤＰ（
ダイヤルパルス）であるか否かが判定され、結果が肯定であればステップＳ２０に移行し
、ステップＳ１３で記憶したダイヤル番号を読み出す。ステップＳ２１においては、該番
号に従ってＤＰ信号を送出する。なお回線のダイヤル信号種別は予めオペレータが設定、
記憶させてしておく。
【００１２】
ステップＳ１６の判定結果が否定の場合にはステップＳ１７に移行し、選択信号用パラメ
ータセットを読み出して、信号送出制御手段に設定する。ステップＳ１８においては、ダ
イヤル番号を読み出し、ステップＳ１９においては、ステップＳ１７で設定されたパラメ
ータに従ってＤＴＭＦ信号を送出する。ステップＳ２２においては、相手装置からのＮＳ
Ｆ／ＤＩＳ信号の受信を待ち、ステップＳ２３においては、ＤＴＭＦ手順を実行するか否
かが判定される。この判定は、例えば図示しないＤＴＭＦコード記憶部に送出すべきコー
ドがセットされているか否かによって判定できる。そして結果が否定の場合には通常のフ
ァクシミリ手順を実行するが、肯定の場合にはＤＴＭＦ手順に移行する。
【００１３】
図７は、ＤＴＭＦ手順処理を示すフローチャートである。ステップＳ２４においては、ス
テップＳ１０、１１におけるパラメータ指定があったか否かが判定され、結果が肯定であ
ればステップＳ２５に移行して、指定されたパラメータセットを読み出して、信号送出制
御手段に設定する。ステップＳ２６においては、ＤＴＭＦ信号制御パラメータセットが、
例えば短縮ダイヤルまたは短縮ダイヤル用メモリに登録されている等の手段により、予め
設定されているか否かが判定される。そして結果が肯定の場合にはステップＳ２７に移行
し、指定されているパラメータセットを信号送出制御手段に設定する。ステップＳ２８に
おいては、通信相手が外国であるか否かが、例えば電話番号により判定され、結果が肯定
の場合にはステップＳ２９に移行して、予め記憶されている国－パラメータセット対応テ
ーブルを参照するなどして、国あるいは地域ごとに対応したパラメータセットを設定する
。
【００１４】
ステップＳ２８の判定結果が否定の場合にはステップＳ３０に移行し、初期値のパラメー
タセットを設定する。但しこのパラメータセットは例えば図４右に示されているようなも
のであり、当然選択信号用パラメータとは異なる。ステップＳ３１においては、ＤＴＭＦ
コード記憶部から送出すべきＤＴＭＦコードデータを読み出し、ステップＳ３２において
は、設定されたパラメータに従って、読み出されたデータに対応したＤＴＭＦ信号を送出
する。ステップＳ３３においては、相手装置からの応答信号を待ち、通常のフェーズＢ手
順に移行する。以上の様な処理により、相手装置に最適なパラメータでＤＴＭＦ信号を送
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出することが可能となる。
【００１５】
以上、実施例を説明したが、本発明は以下に示すような変形例も考えられる。ＤＴＭＦコ
ード情報はダイヤル番号と別に記憶する例を開示したが、例えば短縮ダイヤルリストに電
話番号とＤＴＭＦコードとを区切りコードを挟んで直列に記憶し、区切りコードまでをダ
イヤル番号として読み出し、区切りコード以降をＤＴＭＦコードとして読み出すようにし
てもよい。本発明は電話機、ファクシミリ装置に限らず、電話回線を利用した遠隔監視制
御装置など、通信回線を介して多重周波信号を送受信する装置一般に適用可能である。
【００１６】
【発明の効果】
第１の発明においては、例えば外国（仕様）の装置に対して、ダイヤル時と異なる外国仕
様のパラメータを用いて多重周波信号を送出可能であり、多重周波信号を確実に相手装置
に検出させることができる。第２の発明においては、伝送路の品質の悪い通信網を経由す
る通信に対しても、適切なレベルで信号を送出することにより、受信側装置に多重周波信
号を確実に検出させることが可能となる。第３の発明においては、着信側の複数の装置に
対応する複数のパラメータセットを記憶し、使用するパラメータを選択可能としたので、
任意の端末に最適なパラメータで多重周波信号を送出可能となる。従って、第１ないし第
３発明によれば、多重周波制御の成功率が向上し、無効な通信が減少するので、多重周波
制御機能の活用により通信効率が向上し、また通信費用の削減が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例である電話機の動作を示すフローチャートである。
【図２】通信網の一例を示すブロック図である。
【図３】第２実施例のファクシミリ装置の構成を示すブロック図である。
【図４】各種パラメータセットの一例を示す説明図である。
【図５】複数のパラメータセットの一例を示す説明図である。
【図６】第２実施例であるファクシミリ装置の発呼処理を示すフローチャートである。
【図７】ＤＴＭＦ手順処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…ＣＰＵ、２…ＲＯＭ、３…ＲＡＭ、４…ＲＴＣ、５…キーボード、６…ディスプレイ
、７…スキャナ、８…プリンタ、９…画情報メモリ、１０…コーダ／デコーダ、１１…符
号化画情報メモリ、１２…モデム、１３…ＮＣＵ、１４…回線、１５…バス
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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